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•はじめに
８月２５日の研修会でケアマネジャーの支援交流
の場を作ろう（と考えている）とお伝えしました。
今回の説明会では、８月の流れを汲み、主に
主任ケアマネジャーや特定事業所加算を算定
しているの方々への取り組み案について説明を
いたします。

•資料は、伝えなければいけないことすべてを
加えたため、多くなりましたが、説明会では
絶対に伝えたい部分を中心に説明します。

•説明出来なかったスライドは、時間の都合で
説明していないだけとご理解ください。



① なぜ、主任ケアマネや特定から進めるのか

協会への困りごと相談（特に主任ケアマネから）

ベスト３

① 特定事業所では、他法人が運営する事業所と

事例検討会や研修会をどうしているのか？

② 更新研修の際に事例提出が必要になった。

③ 更新研修の申請するので、６枚の受講証明書が

欲しい（早く）

番外 （養成研修修了後に）

支援者支援は、何をしたらいいの？



他法人が運営する居宅と共同の研究会等

厚生労働省が定める基準 加算（Ⅰ） 加算（ⅱ） 加算（Ⅲ） 備考

12 他法人が運営する居宅
介護支援事業者と共同
の事例検討会・研究会
等を実施していること

〇 〇 〇
実施状況または実
施計画が確認でき
る資料

特定事業所加算（Ⅰ）から（Ⅲ）において新たに要件とされた、他の法人が運営す
る居宅介護支援事業者と共同での事例検討会、研修会等については、市町村や
地域の介護支援専門員の職能団体等と共同して実施した場合も評価の対象か。

・貴見のとおりである。

・ただし、当該算定要件における「共同」とは、開催者か否かを問わず２法人以上
が事例検討会等に参画することを指しており、市町村等と共同して実施する場合
であっても、他の法人の居宅介護支援事業者が開催者又は参加者として事例検
討会等に参画することが必要である。

30.3.22 事務連絡 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A（vol.1）
（平成30年3月23日）」の送付について 〔137〕

Ｑ質問

Ａ回答

ＱＡ発出時期等



何で、この要件が加わった
【解釈通知より】

特定事業所加算算定事業所は、質の高いケアマネジメントを実施する事業所として、
地域における居宅介護支援事業所のケアマネジメントの質の向上を牽引する立場
にあることから
★同一法人内に留まらず、他の法人が運営する事業所の職員も参画した事例検
討会等の取組を、自ら率先して実施していかなければならない。
★事例検討会等の内容、実施時期、共同で実施する他事業所等について、毎年度
少なくとも次年度が始まるまでに次年度の計画を定めなければならない
★年度の途中で加算取得の届出をする場合にあっては、当該届出を行うまでに当
該計画を策定すること

ポイントは他法人との共同と言うこと！

①特定事業所加算を算定している居宅介護支援事業所は自分の法人内のケアマネ
だけでなく、地域に存在する『1人ケアマネ』なども育成、教育していく義務があるので
すよ！ということになる。

②研修計画については特定事業所加算算定居宅であれば、これまでも年間計画を作
成していたはずである。その年間計画に、他法人との事例検討会と地域包括支援セ
ンター主催の事例検討会を組み込むようにする。



②更新研修の申請時に事例提出

一匹狼は、更新研修の際に困る。



事例の対象は、 イメージは、施設ケアマネで、
主任ケアマネの方
支援者支援が原則



事例の対象２



事例の内容 （きちんと聞き取らないと書けない）



事例の後に誓約書をつくる



ケアマネに同意書をもらう



更新研修申請のために６枚の受講証明書が欲しい

兵庫県の
HPから



ここまでをまとめると

•主任ケアマネや特定事業所を続けるた
めには、他法人のケアマネとの交流が
必要になる。（特定の維持なら他の人でもいいが）

•主任ケアマネは、自らが他のケアマネの
支援（一方的なだけではなく、場合に
よっては相互支援も）をしないと次に
つながっていかない。



•何人かケアマネが在籍している場合は、
相互支援が期待できるけれど、

1人の主任ケアマネや相互支援が難しい
事業所にいる主任ケアマネは、どこかで
誰かの支援をすることが必要になる。



分かってはいるが、実際の現場では

•普段の業務だけでも忙しいのに、事業所運営や
更新の準備、制度自体で求められていることに
対応することまで時間の余裕がない。

•だけど制度の壁がある。

•悩みが尽きない。

→協会は何かしてるの？



主任ケアマネを中心とした支援交流の場をつくる。
（その先では、特定事業所のケアマネや一人ケアマネも加える。）

•支援者でいう、ピアスーパービジョンのようなもの

だけど、ガチガチではなく、参入しやすい交流の

場を作る。

具体的には・・・

協会としてできることは何か？



•参加希望者を５～６人でチームを作り、

それぞれのメンバーが事例を出し合って

共有や意見交換等を行う。

（リモートでもできる等創意工夫も可能）

•事例検討のやり方や集まる周期は各チームに一任

（月ｲﾁ 週ｲﾁ等自由。ただし、基本ルールは

守って参加する。）



ここまでが当初の案ですが、

•この取り組みを進める目的は、
単に「更新研修」や「特定の加算算定」を
容易にするだけではなく、 主任ケアマネや
特定事業所のケアマネが主になり「ひとり
ケアマネ」や「事業所内で支援が得にくい
（例：煮詰まっている）ケアマネ」など、地域で
活躍しているケアマネ同士で連携したり、
刺激しあうことで本来持っている力を高める
ことを目的にしています。

（結果、利用者支援の向上につながるので。）



•ただ、最初から壮大な目標では達成できにくい
（ハードルが高い）ので、

•まずは、できることから一歩ずつ進めていくこ
とを考えています。



•今後の予定（案）

•今日の説明後、参加（賛同）される方を募集

•募集期間は、１月末で締め切る

•年明け（年度内 2月を想定）の研修後に
チーム分けと 担当する協会役員の紹介

•その場でチーム内の役割分担、運営の仕方
等大まかなことを決める。

（※ 遅くとも、４月から運営できるように）



（守ってほしい、事前に了解してほしいこと）

•期間内（今後決めていく、案はでは１年）
に各自1回は事例提供者になる。

•自分が出した事例が、更新研修の演習
事例として提出されることがある。

•（その代わり） 人の事例を、更新研修の
演習事例として使うことが出来る。

•グループ内で、事例提供に関する同意
書に記名と押印が出来るようにする。



（守ってほしい、事前に了解してほしいこと ２）

•事例の様式や事例検討のやり方は自由
だが、記載項目は更新研修に「演習事例
提供シート」の項目は満たすようにする。

•ある程度の時期が来たらメンバーの移動
や追加も可能にする。

•軌道にのるまでは協会が支援するが、
その後はチーム運営を基本にする。

（必要な時だけ「呼ぶ」という形に変える）



•まずは、自分たちで小さく産んで、時間を
かけて大きく育ててみましょう。

•育てることの大変さと達成感、
続けることの大切さを圏域内の
主任ケアマネで共有しましよう。


